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自
然
と
と
も
に

　
夏
も
終
り
に
近
づ
い
て
、
よ
う
や
く

本
来
の
暑
さ
が
戻
っ
て
き
た
よ
う
だ
が
、

今
年
は
例
年
に
な
く
天
候
不
順
な
夏
で

あ
っ
た
。
何
ら
か
の
形
で
被
害
を
受
け

た
方
も
多
い
と
思
う
が
、
中
で
も
集
中

豪
雨
と
そ
れ
に
引
き
続
い
て
の
台
風
は

長
崎
地
方
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
地
に

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
天
災
と

い
え
ば
そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
が
、

乱
開
発
に
よ
る
自
然
の
破
壊
が
被
害
を

よ
り
大
き
く
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

目
先
の
便
利
さ
、
豊
か
さ
を
求
め
る
あ

ま
り
、
自
然
の
流
れ
を
無
視
し
た
安
易

な
開
発
を
続
け
る
限
り
、
同
じ
よ
う
な

惨
事
を
繰
り
返
し
引
き
お
こ
す
だ
け
で

あ
ろ
う
。

　
我
々
は
、
い
ま
一
度
、
自
然
の
中
に

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
い

た
し
、
後
世
の
人
々
が
先
人
の
愚
挙

を
な
げ
か
ぬ
よ
う
に
心
し
た
い
も
の
で

あ
る
。

筑後・清水寺三重塔（福岡県瀬高）

全日本仏教会
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去
る
七
月
六
日
、
「
国
宝
・
璽
要
文
化
財
の
修

理
・
管
理
・
防
災
事
業
の
充
実
に
つ
い
て
の
要

望
書
」
が
、
小
川
文
部
大
臣
及
び
自
由
民
主
党

あ
て
に
提
出
さ
れ
た
。

　
こ
の
日
、
四
仏
の
小
野
島
事
務
総
長
、
北
山

国
際
文
化
局
長
、
阿
純
孝
文
化
財
相
談
員
、
山

田
文
化
部
長
、
野
生
司
主
事
の
五
人
は
、
直
接

文
部
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
に
、
仏
教

　　　潅聖噛』

要望書を受け取る小川文部大臣

文
化
財
の
現
状
を
説
明
し
、
そ
の
保
護
を
要
請

し
た
。

　
特
に
今
回
の
要
望
書
は
、
初
め
て
、
保
護
を

要
請
す
る
団
体
名
お
よ
び
物
件
名
を
具
体
的
に

記
載
す
る
な
ど
、
き
め
細
か
い
内
容
が
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
化
部
が
、
三
月
か

ら
実
施
し
て
い
た
文
化
財
の
状
況
調
査
（
加
盟

団
体
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
を
も
と
に
、
ま

と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
〈
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
修
理
・
管
理
．

　
防
災
事
業
の
充
実
に
つ
い
て
の
要
望
書
〉

　
　
　
　
　
　
　
財
団
法
人
　
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
　
　
　
理
事
長
本
多
魏
魏

　
国
宝
・
重
要
文
化
財
は
、
我
が
国
の
歴
史
文

化
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
出
来

な
い
も
の
で
あ
り
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
修

理
・
管
理
・
防
災
等
に
努
め
、
子
孫
に
永
く
伝

え
る
べ
き
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
所
有
者
は
そ
の
自
覚
の
も
と
に
保
存

管
理
に
日
夜
苦
心
を
重
ね
て
お
り
ま
す
が
、
窮

迫
し
た
財
政
状
態
等
に
よ
り
、
保
存
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
ま
ま
で
は
文
化
財
保
護
に
問
題
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
も
文
化
財
所
有
者
の
立
場
か
ら
最
善

の
努
力
を
傾
け
て
お
り
ま
す
が
、
国
に
お
い
て

も
文
化
財
の
保
存
管
理
事
業
の
充
実
を
め
ざ

し
、
・
次
の
よ
う
に
各
項
目
に
つ
い
て
格
別
の
財

政
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
、
切
に
要
望
い
た

し
ま
す
。

　
　
　
記

　
国
宝
・
重
要
文
化
財
等
保
護
対
策
の
充
実

（脚

j
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
修
理
・
防
災
の

　
　
　
充
実

（
二
）
伝
統
的
建
造
物
群
の
整
備
充
実

（
三
）
文
化
財
保
存
施
設
の
整
備

…
全
仏
輪
袈
裟
…

　
　
　
こ
げ
茶
、
法
輪
マ
ー
ク
付
き

　
　
　
　
　
　
　
￥
一
、
五
〇
〇
円

…
法
輪
バ
ッ
チ
…

　
　
　
　
　
　
　
径
一
㎝
、
ネ
ジ
式

　
　
　
　
　
　
　
￥
一
、
○
○
○
円

…
日
の
丸
・
仏
旗
バ
ッ
チ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
￥
五
〇
〇
円

4

瞬・暉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

　　大たて140C一よこ210C　￥13，000円
　　中　　　90C－　　　135C　￥5，000円

　　小　　　70C－　　　100C　￥3，000円

　　手旗　　35C－　　　50C　￥1，500円
別染製　　堅牢　　（全日本仏教会制定意匠登録済）

　　　各地区仏教会でまとめて御注文の際は

　　　価格の御相談に応じます。

（
財
）
全
日
本
仏
教
劃
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サ
む
　
ゆ
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む
コ
　
む
　
の
む
　
　
む
り
　
ゆ
コ

…
細
蠣
厳
『
羅
灘
鑑
獲
欝
糠
鯨
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
コ
む
　
コ
む
　
の
む
　
コ
リ
ゆ
　
む
　
　
む
　
サ
む
　
コ
む
り
　
む
　
り
む
　
コ
む
コ
　
む
コ
　
　
　
　
む
　
　
む
の
　
む
　
ロ
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む
　
ロ
む
コ
　
む
り
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@
　
　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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「
仏
教
の
死
生
観
」
テ
ー
マ
に

来
月
二
十
二
日
開
催

　
第
十
五
回
「
日
本
仏
教
文
化
会
議
」
は
、

左
記
の
通
り
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
き
ま
り
ま

し
た
。

　
テ
：
マ
　
仏
教
の
死
生
観
－
幸
福
な
死
に

　
　
　
　
　
方
と
は
1

　
期
　
日
　
十
月
二
十
二
日
（
金
）

会
　
場
　
日
本
教
育
会
館
（
東
京
一
ツ
橋
）

主
　
催
　
財
・
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
財
・
国
際
仏
教
交
流
セ
ン
タ
ー

　
過
去
、
こ
の
会
議
で
は
「
生
命
科
学
と
仏

教
」
、
「
ア
ジ
ア
開
発
と
仏
教
」
な
ど
を
テ
ー
マ

に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
も
た
れ
、
多
大
な
成
果

を
あ
げ
て
き
ま
し
た
が
、
本
年
は
ち
ょ
う
ど

第
十
五
回
を
む
か
え
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
研
究
者
中
心
だ
っ
た
や
り
方
か
ら
、

加
盟
団
体
や
マ
ス
コ
ミ
に
も
広
く
参
加
を
呼

び
か
け
る
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
方

式
へ
変
更
す
る
な
ど
、
新
機
軸
を
う
ち
だ
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
内
容
は
、
臨
終
の
際
、
病
院
な
ど
医

療
現
場
に
お
い
て
、
人
間
性
の
尊
厳
が
著
し

く
失
わ
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
現
代
に
お

け
る
「
死
」
の
問
題
に
、
正
面
か
ら
取
り
組

む
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
高
齢
化
社
会

が
進
み
、
「
安
楽
死
」
、
「
ホ
ス
ピ
ス
」
な
ど
仏

教
者
が
社
会
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
課
題
は
、

非
常
に
広
範
囲
と
い
え
ま
す
。
　
一
人
で
も
多

く
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
共
に
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ヂ
冒
二
一
冒
ー
ー
一
i
一
曇
冒
－
ξ
山
斗
哩
一
i
一
莞
璽
i
曇
一
墾
一
華
ー
ー
i
ξ
雪
－
…
璽
ζ
革
嚢
・
遷
哩
§
適
ξ
三
号
璽
i
ξ
一
層
璽
ζ
ζ
ー
ー
胃
哩
一
弓
㍉

　　
@　
草
ﾅ
庁
長
官
に
要
望
書
　
　
隠
㎞
鑓
齢
慧
重
層

　　

@　
@　

@
一
宗
連
「
法
人
税
通
達
改
正
」
で
　
蟻
留
一
士
駿
勧
難
藩
綴
朕

　
財
団
法
人
日
本
宗
教
連
盟
で
は
、
去
る
五
月

二
十
八
日
、
国
税
庁
長
官
に
対
し
て
、
〈
「
法

人
税
基
本
通
達
等
の
一
部
改
正
」
に
つ
い
て
の

見
解
〉
と
題
す
る
要
望
書
を
提
出
し
た
。

　
こ
れ
は
、
国
税
庁
が
昨
年
十
一
月
に
行
っ
た

長
官
通
達
の
中
心
を
な
す
、
公
益
法
人
等
に
対

す
る
収
益
事
業
課
税
に
関
す
る
事
項
が
、
公
益

法
人
の
税
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
教
の
自

由
を
侵
害
す
る
疑
い
が
あ
る
と
の
危
惧
に
基
い

た
も
の
だ
っ
た
。

　
要
望
書
は
特
に
、
通
達
の
基
通
価
1
1
1
1

（
公
益
法
人
等
の
本
来
の
事
業
が
収
益
事
業
に

該
当
す
る
場
合
）
な
ら
び
に
、
基
督
1
5
－
2
－

14

i
公
益
法
人
等
の
確
定
申
告
の
添
付
書
類
）

の
廃
止
を
求
め
、
「
今
後
、
税
務
行
政
の
実
施
に

あ
た
っ
て
は
、
宗
教
法
人
の
意
見
を
十
分
目
聴

取
し
、
宗
教
法
人
法
第
八
十
四
条
に
示
さ
れ
る

宗
教
法
人
の
宗
教
上
の
特
性
及
び
慣
習
を
尊
重

叩llllワ耶1，叩15，11111▼Illlワllll，「7しllll▼llllワliPl，岡III▼IIII▼llll▼Wワ11111ワll帥▼IIII1

ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
に
立
ち
、
左
記
の
よ
う

な
申
し
合
わ
せ
を
発
表
し
た
。

　
　
〈
信
教
の
自
由
を
守
る
た
め
、
宗
教
法
人

　
の
適
正
公
正
な
管
理
運
営
に
関
す
る
申
し
合

　
わ
せ
V

　
本
連
盟
は
、
去
る
昭
和
五
十
七
年
五
月
二
十

八
日
国
税
庁
長
官
に
対
し
「
法
人
税
基
本
通
達

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
の
見
解
」
を
提
出
、
本

通
達
の
一
部
廃
止
を
も
要
請
い
た
し
ま
し
た
。

　 目

皿
女院寺

浅草通り五鳳会加盟店

商店漱鍬ξ下国
東京都台東区寿2－10－9（地下鉄田原町駅前）

電話代表（841）4965

　
い
う
ま
で
も
な
く
信
教
の
自
由
を
守
る
こ
と

は
、
私
達
の
責
務
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め

に
各
宗
教
法
人
は
、
宗
教
法
人
法
に
も
と
づ
き
、

自
主
・
自
律
・
自
浄
の
原
則
に
立
つ
適
正
公
正

な
管
理
運
営
を
い
た
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
本
連
盟
は
、
宗
教
法
人
に
対
す
る
社
会
的
要

請
の
昂
ま
っ
て
い
る
現
在
の
情
況
に
か
ん
が

み
、
宗
教
法
人
の
運
営
に
関
し
ま
し
て
、
さ
ら

に
一
層
の
配
慮
を
す
る
と
と
も
に
、
各
加
盟
団

体
に
対
し
て
こ
の
趣
旨
の
徹
底
が
は
か
ら
れ
る

よ
う
、
こ
こ
に
申
し
合
わ
せ
を
い
た
し
ま
す
。

　
　
昭
和
五
十
七
年
七
月
二
十
二
日

財
団
法
人

　
理
事
長

　
理
事

　
理
事

　
理
事

篠亀本坂
　　　　日
田谷多田本
　　　　宗
康荘賢安教
　　　　連
雄司純儀盟

一3一

μ
　　　一　　　　　　　　・　　ρ　　一　　＿，邦　「哺ノ

郭一　山一坑
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第
九
回
税理理
務事事
委小庭
ロ
貝口野
会
　偉日
　一敬

　
第
九
回
税
務
委
貝
回
は
、
八
月
二
日
午
後
一

時
か
ら
、
明
照
会
館
会
議
室
で
開
か
れ
、
豊
田

総
務
局
長
挨
拶
の
あ
と
、
鈴
木
委
員
長
を
議
長

に
入
っ
た
。

①
県
仏
代
表
者
会
議
の
報
告

　
神
野
副
委
員
長
か
ら
、
去
る
六
月
二
十
三
日

札
幌
市
で
開
催
さ
れ
た
県
仏
代
表
者
会
議
に
つ

い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

②
黒
煙
税
務
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ま
と
め
方
に
つ

い
て

　
各
県
仏
か
ら
返
っ
て
き
た
税
務
ア
ン
ケ
ー
ト

を
検
討
し
た
結
果
、
税
務
に
つ
い
て
の
手
引
書

を
作
る
こ
と
が
き
ま
り
、
そ
の
た
め
に
原
案
作

成
を
行
う
小
委
員
会
を
設
け
る
、
ま
た
、
ア
ン

ケ
ー
ト
未
提
出
の
各
県
仏
に
は
、
速
や
か
に
提

出
を
お
願
い
す
る
こ
と
、
な
ど
決
定
さ
れ
た
。

昌
置
冒
墨
置
冒
己
置
冒
己
置
■
8
置
■
昌
置
響
昌
置
冒
菖
置
冒
8
置
響
昌
置
璽
己
置
■
昌
置
冒
己
置
冒
8
卍
響
己
置
冒
昌
置
冒
己
置
■
8
山
鳥
8
置
冒
8
置
冒
墨
置
冒
己
置
引
8
置
璽
昌
置
蟹
昌
置
冒
8
置
■

来
月
、
同
和
研
修

　
昭
和
五
十
七
年
の
同
和
研
修
会
は
、
「
仏
教
徒

の
行
動
i
光
は
命
と
と
も
に
l
」
を
テ
ー
マ
に
、

左
記
の
要
領
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま

し
た
。

　
日
時
　
十
月
二
十
七
～
八
日
（
一
泊
二
日
）

　
会
場
　
高
野
山
教
化
研
修
道
場

　
　
　
　
（
和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
町
）

　
基
調
講
演
　
　
「
紙
面
に
見
え
ざ
る
宗
教
者
」

　
　
　
　
　
　
　
（
朝
日
新
聞
編
集
委
員
・
田

　
　
　
　
　
　
村
正
男
氏
）

　
開
催
趣
旨

　
朋
に
覚
者
の
前
に
膝
下
し
、
そ
の
道
を
問
い
、

祖
師
、
開
山
、
開
祖
の
歩
ま
れ
た
生
命
に
学
び

乍
ら
、
我
々
は
、
ま
さ
に
仏
教
徒
と
名
の
り
、
そ

の
道
を
示
唆
す
る
三
界
の
大
導
師
と
し
て
逡
巡

す
る
事
な
く
、
そ
の
歴
史
性
の
中
で
誇
り
を
も

っ
て
大
衆
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

が
、
し
か
し
大
衆
と
共
に
、
あ
っ
た
筈
の
私
た

ち
は
、
大
衆
の
苦
悩
に
共
感
し
、
共
に
真
如
一

実
の
道
を
歩
む
事
に
遅
れ
を
、
と
っ
た
事
は
現

　
　
　
…
「
仏
教
徒
の
行
…

会
…
動
」
テ
↓
に
…

代
の
世
相
に
み
る
宗
教
氾
濫
の
混
沌
と
し
た
事

実
に
明
白
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
教
学
論

を
振
り
か
ざ
し
、
又
大
伽
藍
に
腐
心
し
、
確
か

な
云
導
者
、
求
道
者
を
見
失
な
っ
て
、
そ
の
権

　
f

力
証
左
を
宗
政
に
求
め
る
思
い
余
っ
た
驕
慢
は

確
か
に
多
く
の
大
衆
に
対
す
る
背
信
で
あ
っ
た

面
も
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
多
く
の
反
省
に
立
っ
て
、
委
員
会
は
昨
年
に

引
続
き
全
日
仏
加
盟
教
団
の
真
実
性
に
か
け

て
、
又
仏
教
徒
と
し
て
、
夫
々
一
宗
一
派
に
於

け
る
、
そ
の
生
活
性
と
社
会
性
を
証
す
為
の
行

動
と
し
て
、
右
記
の
如
く
研
修
会
を
開
催
す
る

も
の
で
、
あ
り
ま
す
。

　
　
同
和
委
員
会
ひ
ら
く

　
第
二
回
同
和
委
員
会
は
、
去
る
六
月
九
日
、

京
都
の
平
安
会
館
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。

　
最
初
に
、
委
員
会
の
開
催
に
つ
い
て
話
し
合

わ
れ
、
こ
れ
ま
で
年
十
回
開
か
れ
て
い
た
委
員

会
を
、
予
算
面
な
ら
び
に
内
容
を
充
実
さ
せ
る

意
味
か
ら
、
年
七
回
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ

た
。
つ
づ
い
て
、
W
C
R
P
と
全
仏
の
関
係
、

全
仏
大
会
に
お
け
る
同
和
委
員
会
の
位
置
、
な

ど
に
対
し
て
、
各
委
貝
か
ら
活
発
な
意
見
が

寄
せ
ら
れ
た
。

　
　
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
補
正
予
算
書
を
承
認

　
第
十
一
回
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
委

員
会
は
、
去
る
七
月
六
日
午
後
一
時
か
ら
、
明

照
会
館
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。

　
北
山
国
際
文
化
局
長
挨
拶
の
後
、
事
務
局
か

ら
五
月
二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
全
仏
理
事
会

で
訂
正
さ
れ
た
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教

徒
委
員
会
規
約
」
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
そ
の

う
ち
、
第
二
条
「
事
業
」
の
第
二
項
が
、
理
事

会
で
「
日
本
に
指
定
さ
れ
た
地
域
の
整
備
」
と

変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
復
興
予
算
書
の
中

の
事
業
費
の
第
二
項
の
検
討
が
行
わ
れ
、
事
務

局
で
作
り
直
し
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
補
正
予

算
書
が
承
認
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

打
本
顕
真
師
の
創
作
詩

　
　
　
　
　
北
海
道
大
会
で
大
き
な
感
動

　
去
る
六
月
二
十
四
日
、
札
幌
市
で
開
催
さ
れ

た
第
二
十
九
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
北
海
道
大

会
の
開
会
式
典
で
、
打
本
顕
真
師
の
創
作
詩
が

朗
読
さ
れ
、
参
加
者
に
大
き
な
感
動
を
与
え
た
。

　
こ
れ
は
「
如
何
に
塞
く
べ
き
か
」
と
い
う
題

で
、
北
海
道
大
会
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
創
ら
れ

た
も
の
。
そ
こ
で
大
会
に
参
加
で
き
な
か
っ
た

方
の
た
め
に
も
、
紙
面
で
ご
紹
介
す
る
こ
と
に

し
た
（
五
頁
）
。

組違教会推薦針鞠αゆα◎全
日
回

　
　
　
　
1
6
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如
何
に
生

　　

ｭ
べ
き
か

　
　
　
　
　
　
打
本
幻
日

仏
陀
釈
尊
　
私
は
い
ま

深
い
感
動
と
漸
塊
の
思
い
に
包
ま
れ
て

あ
な
た
の
前
に
立
つ

あ
な
た
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
に

強
く
と
ら
え
ら
れ
な
が
ら

そ
れ
で
も
な
お
か
つ

あ
な
た
か
ら
は
限
り
な
く
遠
く
に
い
る
私
の

い
ま
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い

「
私
は
二
十
九
歳
で
善
を
求
め
て
出
家
し
た

私
は
出
家
し
て
か
ら
五
十
年
余
と
な
っ
た

正
理
と
法
の
領
域
の
み
を
歩
ん
で
き
た

こ
れ
以
外
に
は

《
道
の
人
》
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
」

浬
繋
へ
の
枕
辺
に
あ
っ
て

釈
尊
最
後
の
弟
子
へ
の
説
法
が

二
千
五
百
年
の
歴
史
を
超
え
て

私
を
問
い
続
け
て
や
ま
な
い

僧
衣
を
身
に
ま
と
っ
て
は
い
て
も

私
は
《
道
の
人
〉
た
り
え
て
い
る
か

ど
れ
ほ
ど
法
の
領
域
に
生
き
て
は
あ
る
か

法
を
語
り
な
が
ら

法
を
む
さ
ぼ
る
寄
生
虫
に
な
っ
て
は
い
な
い
か

一
切
皆
苦
を
語
り
な
が
ら
　
人
間
苦
を

生
活
苦
に
す
り
か
え
　
祈
言
に
没
頭
し
て

現
実
を
見
失
っ
て
は
い
な
い
か

厳
し
い
カ
ー
ス
ト
制
度
の
社
会
に
あ
っ
て

そ
れ
を
懸
命
に
超
え
よ
う
と
さ
れ
た

釈
尊
に
連
な
る
者
と
し
て
　
い
わ
れ
な
き

差
別
に
喘
ぐ
同
和
の
人
々
の
痛
み
に

私
は
本
当
に
応
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
か

そ
し
て
　
大
地
を
追
わ
れ
こ
と
ば
を
奪
わ
れ
て

差
別
に
う
め
く
人
々
の
叫
び
に

私
は
ど
れ
ほ
ど
聞
こ
う
と
し
て
い
る
の
か

不
殺
生
を
唱
え
な
が
ら
　
戦
い
に
身
を
委
ね

そ
の
事
を
許
し
て
は
こ
な
か
っ
た
か
　
さ
ら
に

ど
れ
ほ
ど
の
い
の
ち
を
虚
し
く
し
て
き
た
か

正
理
と
正
行
と
に
於
て
私
は

成
仏
へ
の
道
を
真
摯
に
歩
む

真
の
仏
弟
子
と
し
て
生
き
て
は
あ
る
か

仏
語
に
虚
妄
な
し
と
臆
面
も
な
く
言
っ
て

虚
妄
に
し
続
け
て
き
た
の
は
私
で
は
な
い
の
か

仏
法
を
破
る
仏
法
者
に
な
り
果
て
て
い
な
い
か

総
じ
て
　
本
当
に
　
ほ
ん
と
う
に

私
は
あ
な
た
の
遺
弟
た
り
え
て
い
る
か

私
が
如
何
に
仏
法
者
と
し
て

生
き
て
は
い
な
い
か

そ
の
事
を
明
ら
か
に
せ
ぬ
か
ぎ
り

如
何
に
生
く
べ
き
か
の
論
議
は
む
な
し
い

し
か
し
　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず

仏
語
に
順
じ
て
い
な
い
が
故
に
　
い
よ
い
よ

仏
陀
の
言
葉
が
金
言
と
し
て
慕
れ
て
な
ら
な
い

も
う
　
し
な
い
事
を

で
き
な
い
事
に
は
す
り
か
え
ま
い

拙
く
と
も
　
自
利
利
他
円
満
す
る
仏
へ
の
道
を

真
摯
に
歩
も
う
　
か
ぎ
り
な
く

不
急
を
唱
え
実
践
し
て
ゆ
こ
う

我
欲
の
祈
り
に
代
え
て

こ
こ
か
ら
生
き
る
道
を
語
ろ
う

仏
語
に
順
じ
て

被
差
別
に
生
き
る
人
の
涙
と
と
も
に
生
き
よ
う

た
と
い
愚
か
な
歩
み
で
は
あ
っ
て
も

世
尊
の
声
に
聞
く
仏
法
者
と
し
て
　
と
も
に

と
も
に
　
世
界
に
僧
伽
を
成
就
し
て
ゆ
こ
う

一
＝
＝
7
一
■
一
一
一
7
昌
富
哺
7
畠
一
一
冒

……
川
　
⑤

…
冊
　
語
…
教
…
仏
…
ズ

…　　
　
一

㎜，
　
　
四
ワ

冊　
　
シ

団1

……川剛………川…
G

い
る
こ
と
も
、

仏
教
界
に
も
、

懇
鑛
難
灘

畠
呂
一
，
蓋
一
＝
一
7
昌
8
一
7
畠
曝
謬
7
畠
＝
一
7
畠
一
＝
言
一
■
一
■
留
・
8
一
冨
7
畠
一
富

　
　
特
定
の
仲
間
の
間
だ
け
に

　
通
じ
る
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ

　
た
語
の
こ
と
を
、
一
般
に
隠

　
語
と
い
う
。
犯
罪
映
画
な
ど

　
で
よ
く
使
わ
れ
る
「
ホ
シ
」

　
（
犯
人
）
「
デ
カ
」
（
刑
事
）
「
ガ

　
イ
シ
ャ
」
（
被
害
者
）
な
ど
の

　
類
で
あ
る
。
遊
び
人
の
間
で
、

　
「
ブ
ク
ロ
（
池
袋
）
」
「
ザ
ギ

　
ン
（
銀
座
）
」
「
ジ
ュ
ク
（
新

　
宿
）
」
な
ど
と
い
う
隠
語
が
、

　
地
名
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
て

　
ご
存
じ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
昔
か
ら
坊
さ
ん
仲
間
独
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
の
隠
語
が
つ
く
ら
れ
使
わ
れ
て
い
た
。
有
名

　
な
の
は
「
般
若
湯
」
や
「
大
黒
」
で
あ
ろ
う
。

M
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
者
は
酒
の
こ
と
、
後

…
者
は
僧
侶
の
妻
（
梵
妻
）
の
意
味
で
あ
る
。

…
タ
コ
（
蛸
）
を
天
蓋
に
擬
し
、
肉
を
豆
腐
で

い

－
表
現
す
る
の
も
、
知
識
学
問
を
独
占
し
た
坊

…“
さ
ん
の
知
恵
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

い

‘
　
例
え
ば
、
女
人
禁
制
で
や
た
ら
「
女
」
を

…
。
に
で
き
な
い
た
め
・
そ
れ
を
・
く
ノ
一
」

剛
と
分
解
し
て
ご
ま
か
し
た
り
、
け
ち
ん
ぼ
な

…
檀
家
の
妻
女
に
「
銭
紅
（
せ
ん
こ
う
）
禅
定

捌
尼
」
と
い
う
、
一
見
立
派
な
戒
名
を
つ
け
て

囲　
や
っ
て
、
内
心
は
「
ゼ
ニ
ク
レ
ナ
イ
」
女
と

…
軽
蔑
、
溜
飲
を
下
げ
て
い
た
坊
さ
ん
も
い
る
。

巳

冒
畠
自
冒
・
昌
一
＝
7
8
＝
■
7
昌
3
層
7
呂
＝
留
・
畠
＝
一
7
畠
■
＝
7
呂
呂
冒
＆
一
一
3
7
畠
昌
雪
乙
旨
塁
7
畠
昌
＝
9
畠
印
＝
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

　
ま
た
、
便
所
の
こ
と
を
「
高
野
山
」
と
い
っ
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

　
た
の
は
「
カ
ワ
ヤ
」
を
「
コ
ウ
ヤ
」
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
た
語
呂
合
せ
で
あ
ろ
う
が
、
「
い
つ
も
草
木
レ

　
　
（
臭
き
）
が
絶
え
な
い
山
」
と
酒
落
（
し
ゃ
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
れ
）
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
白
い
米
の
飯
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
あ
り
が
た
い
釈
尊
の
お
骨
に
等
し
い
か
ら
「
シ
犀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲

　
ヤ
リ
（
舎
利
）
」
、
お
あ
し
（
足
）
の
な
い
客
や
す

　
ぐ
転
ぶ
売
春
婦
を
「
ダ
ル
マ
」
と
教
え
た
の
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
も
、
学
あ
る
坊
さ
ん
の
仕
業
で
あ
る
。
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
終
り
に
隠
語
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
符
牒
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
静

　
漢
字
の
字
画
か
ら
数
字
の
異
名
を
思
い
つ
い
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
て
実
用
に
供
し
た
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
一
は
大
無
人
（
大
の
字
の
人
を
ト
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲

　
　
二
は
天
無
人
（
天
の
字
の
人
を
ト
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
三
は
王
無
棒
（
王
の
字
の
棒
を
ト
ル
）
　
　
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞭

　
　
四
は
罪
無
非
（
罪
の
字
の
非
を
ト
ル
）
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
五
は
吾
無
口
（
吾
の
字
の
口
を
ト
ル
）
　
　
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
六
は
交
無
人
（
交
の
字
の
人
を
ト
ル
）
　
卵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛

　
　
七
は
切
無
刀
（
切
の
字
の
刀
を
ト
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
八
は
分
無
刀
（
分
の
字
の
刀
を
ト
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個

　
　
九
は
丸
無
点
（
丸
の
字
の
点
を
ト
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掴

　
　
十
は
千
無
ノ
（
千
の
字
の
ノ
を
ト
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
こ
れ
ら
を
巧
み
に
操
っ
て
、
「
お
導
師
は
ゴ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
ム
コ
ウ
、
役
僧
は
テ
ン
ム
ニ
ン
じ
ゃ
」
な
ど
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
と
、
葬
式
後
の
控
室
で
お
布
施
の
中
身
を
披
明

露
し
あ
つ
て
い
る
・
は
し
た
な
い
僧
職
の
姿
…

　
を
見
た
こ
と
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
仏
教
界
剛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
の
隠
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
学
問
的
い
わ
れ
が
秘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伽

　
め
ら
れ
て
い
て
お
も
し
ろ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
（
浄
土
宗
出
版
室
長
・
宝
田
正
道
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
1

●
§
署
・
畠
§
言
昌
≡
7
§
≡
・
§
壱
・
6
2
＝
層
三
＝
呂
7
‘
雷
器
7
畠
＝
…
・
畠
≡
騨
7
の
≡
■
7
≡
署
戸
・
盆
≡
7
（
口
≡
冒
墨
昌
署
三
8
＝
7
畠
≡
7
畠
≡
7
畠
3
言
一
＝
署
・
昌
≡
冒
0
2
＝
7
畠
3
言
O
≡
零
・
畠
≡
7
昌
蓑
覧

一5一
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儀
一
．
一
，
ミ
塾
竃
〕
戦
、
聖
、
塾
、
墜
ヒ
、
，
こ
塾
、
要
、
襲
、
一
『
〕
登
、
9
ミ
ー
9
。
く
要
り
蓄
堕
ミ
ー
二
一
．
塾
。
「
堕
二
一
9
§
一
襲
画
一
、
ー
ー
．
9
奪
．
馳
ξ
、

＿騨勲酬旧型麟騨勲押脚髄勲－開脚即別刷勲酬勲勲勲欄齢鯉翻闇闇勲甜勲酬心馳㎜勲

　　●　●　・
o　o

流
管
呪
言
難

酬
湯
湯
齢
頻
韓

回答・雪仏顧問弁護士

正浩長谷川

　　　　　●　●　●　　　　●　●　●　　　o　●　●　●　　●　●　o，　■　●o

　　　　●　o　　　・　9　●　●　■　●●　．　o魯●　●　●　●

　
【
質
問
】
　
近
ご
ろ
、
あ
ち
こ
ち
の
寺
院
で

税
務
署
か
ら
調
査
が
あ
っ
た
と
き
い
て
い
ま

す
。
拙
寺
も
日
頃
か
ら
十
分
注
意
し
て
帳
簿

類
を
精
査
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
う
わ

さ
を
聞
く
と
何
と
な
く
不
安
に
も
な
り
ま
す
。

調
査
に
対
す
る
心
が
ま
え
と
し
て
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
て
お
い
た
ら
良
い
の
で
し

ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
C
住
職
）

　
【
回
答
】
　
税
務
調
査
は
つ
ぎ
の
三
つ
に
分

か
れ
ま
す
。

　
⑦
質
問
検
査
権
の
行
使
と
し
て
の
任
意
調

査
　
㊥
応
答
を
拒
否
し
て
も
何
ら
不
利
益
を

課
さ
れ
な
い
全
く
の
任
意
調
査
　
0
裁
判
所

の
令
状
を
必
要
と
す
る
強
制
調
査
で
す
（
五

月
号
参
照
）
。

　
現
在
仏
教
界
で
行
わ
れ
て
い
る
調
査
は
右

の
う
ち
⑦
又
は
㊥
で
す
の
で
、
こ
の
任
意
調

査
を
う
け
る
う
え
で
の
心
構
え
を
二
、
三
あ

げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

①
、
第
一
に
任
意
調
査
は
全
て
納
税
者
の
承

諾
が
必
要
な
こ
と
で
す
。
但
し
⑦
に
つ
い
て

は
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
罰
則
規
定
が
あ
り
ま

す
か
ら
注
意
が
必
要
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ

の
調
査
が
⑦
で
あ
る
の
か
＠
で
あ
る
の
か
税

務
職
員
に
た
だ
す
こ
と
が
ま
ず
肝
心
で
す
。

⑦
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
調
査
の
理
由
と
範
囲

を
最
初
に
伺
っ
て
お
き
ま
す
。
又
、
即
答
の

義
務
や
、
そ
の
場
で
帳
簿
を
見
せ
る
必
要
も

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
答
え
ら
れ
な
い
と
き
は

　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●

皇
h
「
5
尾
塾

は
「
さ
が
し
出
す
」
こ
と
を
含
ま
な
い
か
ら

で
す
。③
、
第
三
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
侵

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
家

計
簿
や
、
個
人
預
金
ま
で
明
ら
か
に
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
調
査
の
多
く
は
、

住
職
ら
に
支
払
っ
た
寺
の
源
泉
徴
収
に
関
す

る
も
の
で
す
か
ら
、
住
職
が
戴
い
た
給
料
を

ど
の
よ
う
に
使
お
う
と
、
そ
れ
は
住
職
個
人

の
問
題
で
あ
っ
て
寺
院
と
は
全
く
か
か
わ
り

の
な
い
こ
と
で
す
。

　
④
、
第
四
は
宗
教
活
動
を
妨
害
し
た
り
、

寺
院
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
よ
う
な
調
査
は

で
き
ま
せ
ん
。
税
務
署
が
お
布
施
の
調
査
を

税
務
調
査
の
こ
こ
ろ
構
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
　
　
●
●
　
　
●
　
　
●

答
弁
を
延
期
す
る
旨
申
出
て
下
さ
い
。
後
ほ

ど
納
税
者
側
で
調
査
す
る
事
項
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
す
る
為
、
質
問
は
全
て
細
か
く
メ
モ

す
る
か
テ
ー
プ
に
と
る
よ
う
に
す
る
と
良
い

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
任
意
調
査
は
、
税
務
署

の
都
合
よ
り
納
税
者
の
都
合
が
優
先
し
ま
す

か
ら
、
住
職
が
忙
し
い
と
き
は
都
合
を
合
わ

せ
て
も
ら
え
ま
す
。

　
②
、
第
二
に
強
制
調
査
は
捜
索
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
任
意
調
査
で
は
こ
れ
が
で
き

ま
せ
ん
。
従
っ
て
税
務
職
員
が
、
金
庫
の
開

扉
を
し
た
り
、
引
き
出
し
を
開
け
る
よ
う
な

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
頼
ま
れ
て
も
断
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
質
問
検
査
権
の
検
査
と

’
檀
信
徒
に
対
し
て
行
っ
て
寺
檀
紛
争
の
種
に

な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
慎
し
ん
で
も
ら

え
る
わ
け
で
す
。

　
⑤
、
第
五
に
任
意
提
出
書
や
始
末
書
を
要

求
さ
れ
て
も
、
こ
れ
に
応
ず
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
反
対
に
、
書
類
を
預
け
た
と
き
は
、

預
り
証
を
も
ら
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
⑥
、
第
六
に
税
務
署
長
が
一
定
の
要
件
の

も
と
に
取
引
銀
行
に
対
し
、
取
引
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
よ
う
調
査
票
を
発
行
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
で
も
銀
行
は
す

ぐ
に
応
ず
る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
銀

行
に
対
し
て
は
、
無
断
で
税
務
署
に
取
引
内

容
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
要
求
し
て
お
く

野
馳
≦
亀
≦
’
亀
蓬
」
’
§
馳
≦
、
馳
≦
堕
ミ
吻
ミ
馳
≦
「
堕
ミ
堕
ミ
馳
§
亀
≦
奪
馳
§
顎
ミ
亀
蓬
馳
§
丁
壁
画
婁
’
堕
ミ
堕
ミ
馳
≦
「
〕
舞
’
亀
奪
重
き
瞳
§
墜
ミ
聖
’
脚
ミ
〕
画
嚢
§
駈
、
き
i
≦
’

」
■
蓬
」
燭
≦
2
話
層
～
羅
℃
2
．

こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑦
h
．
そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
寺
院

の
特
性
や
慣
習
、
信
教
の
自
由
を
侵
す
よ
う

な
調
査
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
戒
名
料

の
明
細
や
、
過
去
帳
を
見
せ
る
必
要
は
全
く

あ
り
ま
せ
ん
。

⑧
、
こ
の
よ
う
に
任
意
調
査
は
色
々
な
制

約
が
伴
う
の
で
税
務
職
員
も
大
へ
ん
で
す
。

税
務
職
員
と
し
て
は
、
家
計
簿
や
、
過
去
帳

を
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
み
せ
て
も
ら
う

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　
以
上
の
こ
と
を
十
分
考
慮
し
た
う
え
で
、

弁
護
士
や
税
理
士
、
地
元
の
仏
教
会
役
員
等

適
当
な
方
に
立
ち
合
っ
て
も
ら
う
と
な
お
良

い
と
思
い
ま
す
。

　
⑨
、
帳
簿
を
つ
け
て
い
な
く
て
も
、
税
務

署
に
何
ら
文
句
を
い
わ
れ
る
筋
合
い
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
た
だ
宗
教
法
人
法
上
の
備
付
帳

簿
を
き
ち
っ
と
つ
け
て
お
く
こ
と
は
法
人
運

営
の
う
え
で
不
可
欠
で
す
。
か
つ
て
の
よ
う

に
寺
院
財
産
と
個
人
財
産
の
混
交
が
あ
っ
た

り
、
大
福
帳
だ
け
で
は
、
こ
の
複
雑
な
現
代

社
会
に
お
い
て
十
分
な
教
化
活
動
が
行
い
え

な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
こ
の
点
に
お
い
て

日
頃
か
ら
、
批
判
に
た
え
る
だ
け
の
十
分
な

注
意
を
払
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

を
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茎
壁
，
塞
【
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
色
「
」
『
8
匹
「
塾
し

な
お
、
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
毎
月
第
二
・

第
四
火
曜
日
午
後
一
時
か
ら
四
時
ま
で
、

長
谷
川
先
生
に
よ
る
「
法
律
無
料
相
談
室
」

を
開
設
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
と
う
ぞ
。

」
■
7
ミ
」
■
7
ミ
’
要
硅
」
■
～
｛
．
」
■
蓬
’
」
■
7
辱
」
参
画
睾
垂
’
」
■
7
臨
璽
喚
魁
電
！
」
■
7
陰
寒

勲鼎欄」9嘲鼎騨」■M端n”」㎜四四
駄
、」臨・」M’四七」「幽」M凶rw腫」膠脚・勲㌣」「囎・」M」㎜腫」匿脚・」「脚」rM囲

一6一

，　　P一　　璽気易彗、　‘一1マ「．－顕F一一㌔，．画好》一榊叩革黒感輯’一



昭和57年9月1日
全　　　　　仏
第3種郵便物認可

寄
付
行
為
の
一
部
改
正

時一磐
思
酒
薬

喜文
と相

義か
に

　ら

黎申
長壬圭：
は舜一

遇通
摩り

笠認

婁可

基
く
機
構
の
改
革
及
び
寄
付
行
為
の
改
正
を
目

的
と
し
た
機
構
改
革
特
別
委
員
会
は
、
そ
の
審

議
の
大
綱
を
昨
年
末
ま
で
に
終
了
し
た
。
事
務

総
局
は
、
本
委
員
会
の
答
申
に
沿
い
、
寄
付
行

為
の
一
部
改
正
を
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
開
催

の
理
事
会
、
十
月
開
催
の
評
議
三
会
に
上
程
、

承
認
を
得
、
直
ち
に
文
部
大
臣
に
寄
付
行
為
一

部
改
正
の
認
可
を
申
請
し
、
去
る
六
月
四
日
、

別
記
の
通
り
一
部
改
正
の
認
可
を
得
た
。

㈲
第
二
条
　
こ
の
法
人
は
、
事
務
所
を
東
京
都

　
港
区
芝
公
園
四
丁
目
七
番
四
号
に
お
き
、
こ

　
れ
を
「
事
務
総
局
」
と
い
う
。

㈹
第
二
条
　
こ
の
法
人
は
、
事
務
所
を
東
京
都

　
台
東
区
西
浅
草
一
丁
目
五
番
五
号
に
お
き
、

　
こ
れ
を
「
事
務
総
局
」
と
い
う
。

㈲
第
一
六
条
　
会
長
お
よ
び
副
会
長
は
、
理
事

　
会
の
議
を
経
て
評
議
員
会
に
お
い
て
推
載
す

　
る
。
会
長
は
こ
の
法
人
の
象
徴
と
す
る
。
副

　
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
が
欠
け
た

，
と
き
、
ま
た
は
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、

　
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
た
副
会
長
が
そ

　
の
職
務
を
代
行
す
る
。

　
会
長
お
よ
び
副
会
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、

　
重
任
を
妨
げ
な
い
。
。

㈲
第
一
六
条
　
会
長
お
よ
び
副
会
長
は
、
理
事

　
会
お
よ
び
評
議
員
会
の
議
決
を
経
た
者
を
推

　
載
す
る
。
会
長
は
こ
の
法
人
の
象
徴
と
す
る
。

　
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
が
欠
け

　
た
と
き
、
ま
た
は
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き

　
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
た
副
会
長

　
が
そ
の
職
位
を
代
理
す
る
。

　
会
長
お
よ
び
副
会
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、

　
重
任
を
妨
げ
な
い
。
．

㈲
第
一
八
条
　
理
事
お
よ
び
監
事
は
、
評
議
貝

　
の
互
選
に
よ
り
決
め
る
も
の
と
し
、
会
長
が

　
こ
れ
を
認
証
す
る
。

　
理
事
長
は
、
理
事
の
互
選
と
し
、
会
長
が
こ

　
れ
を
任
命
す
る
。
常
務
理
事
は
、
理
事
の
互

　
選
と
し
、
こ
れ
を
理
事
長
が
委
嘱
し
、
会
長

　
が
認
証
す
る
。

　
理
事
は
、
評
議
貝
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈹
第
一
八
条
　
理
事
お
よ
び
監
事
は
、
評
議
員

　
会
で
評
議
貝
の
う
ち
か
ら
選
出
し
た
者
に
つ

　
き
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

　
理
事
長
お
よ
び
常
務
理
事
は
、
理
事
会
で
理

　
事
の
う
ち
か
ら
選
出
し
た
者
に
つ
き
、
会
長

　
が
委
嘱
す
る
。

　
理
事
は
、
評
議
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
第
二
二
条
　
こ
の
法
人
に
評
議
貝
若
干
名
を

　
お
く
。

　
こ
の
法
人
の
加
盟
団
体
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者

　
を
評
議
貝
と
し
、
会
長
が
こ
れ
を
認
証
す

　
る
。
但
し
、
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、

　
理
事
会
で
推
薦
さ
れ
た
学
識
経
験
者
を
評
議

　
員
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

㈲
第
二
二
条
　
こ
の
法
人
に
評
議
員
若
干
名
を

　
お
く
。

　
評
議
貝
は
、
こ
の
法
人
の
加
盟
団
体
が
当
該

　
団
体
の
構
成
貝
の
う
ち
か
ら
推
薦
す
る
。
た

　
だ
し
、
と
く
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
理

　
事
会
で
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
推

　
忘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
評
議
貝
は
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

㈲
第
三
〇
条
　
こ
の
法
人
に
顧
問
お
よ
び
参
与

　
お
の
お
の
若
干
名
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
顧
問
お
よ
び
参
与
は
、
理
事
会
で
推
薦
さ
れ

　
た
者
と
す
る
。

　
顧
問
は
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
参
与
は
理

　
事
会
の
諮
問
に
応
じ
て
助
言
を
行
う
こ
と
が

　
で
き
る
。

㈹
第
三
〇
条
　
こ
の
法
人
に
顧
問
お
よ
び
参
与

　
お
の
お
の
若
干
名
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
顧
問
お
よ
び
参
与
は
、
理
事
会
で
推
薦
し
た

　
者
に
つ
き
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

　
顧
問
は
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
参
与
は
理

　
事
会
の
諮
問
に
応
じ
て
助
言
を
行
う
こ
と
が

　
で
き
る
。

㈲
第
七
章
　
各
種
委
貝
会

㈹
第
七
章
　
専
門
委
員

㈲
第
三
一
条
　
こ
の
法
人
に
、
専
門
委
貝
会
を

　
お
く
。

　
専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
理

　
事
長
が
委
嘱
す
る
。

㈹
第
三
一
条
　
こ
の
法
人
に
、
特
別
の
事
項
を

　
処
理
す
る
た
め
、
専
門
委
員
若
干
名
を
お
く

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
う
ち

　
か
ら
、
理
事
会
の
議
決
を
経
て
、
会
長
が
委

　
嘱
す
る
。

㈲
（
一
条
加
筆
）

　
第
三
二
条
　
時
局
に
対
応
す
る
た
め
特
別
委

　
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
寄
付
行
為
は
、
一
条
加
筆
の
た
め
、
以
下

　
各
条
と
も
一
条
つ
つ
繰
り
上
る
。
）

㈱
三
五
条
　
事
務
総
長
、
事
務
次
長
お
よ
び
局

　
長
は
理
事
会
で
選
定
し
た
者
に
つ
き
理
事
長

　
が
任
命
す
る
。

　
部
長
以
下
の
職
員
は
理
事
会
に
は
か
り
、
理

　
事
長
が
任
命
す
る
。

　
事
務
総
長
は
、
理
事
長
の
命
を
う
け
て
事
務

　
総
局
を
掌
理
し
、
事
務
次
長
は
事
務
総
長
を

　
補
佐
し
、
局
長
は
そ
れ
ぞ
れ
の
局
の
事
務
を

　
分
掌
し
、
部
長
以
下
の
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　
局
に
属
す
る
事
務
に
従
う
。

㈹
第
三
四
条
　
事
務
総
長
、
事
務
次
長
お
よ
び

　
局
長
は
理
事
会
で
選
定
し
た
者
に
つ
き
会
長

　
が
委
嘱
す
る
。

　
た
だ
し
、
事
務
総
長
に
は
理
事
長
を
、
事
務

　
次
長
お
よ
び
局
長
に
は
理
事
会
で
理
事
長
以

　
外
の
理
事
の
う
ち
か
ら
t
そ
れ
ぞ
れ
選
定
し

　
た
者
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
部
長
以
下
の
職
員
は
理
事
会
の
議
決
を
経
て

　
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　
事
務
総
長
は
、
理
事
長
の
命
を
受
け
て
事
務

　
総
局
を
掌
理
し
、
事
務
次
長
は
事
務
総
長
を

、
補
佐
し
、
局
長
は
そ
れ
ぞ
れ
の
局
の
事
務
を

　
分
掌
し
、
部
長
以
下
の
臥
具
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　
局
に
属
す
る
事
務
に
従
う
。

長
崎
豪
雨
の
救
援
物
質

　
　
　
　
　
◇
全
仏
も
手
助
け
◇

去
る
七
月
二
十
四
日
の
集
中
豪
雨
は
全
国
各

一7一
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国
際
部
長

組
織
部
長

国
際
部
長

文
化
部
長

庶
務
主
事

時
局
対
策
主
事

地
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
特
に
長

崎
地
方
は
記
録
的
な
豪
雨
に
よ
り
、
多
数
の
死

者
、
行
方
不
明
者
を
出
し
ま
し
た
。

　
当
会
と
し
て
は
、
二
、
三
の
加
盟
団
体
の
要

望
も
あ
り
、
地
元
の
長
崎
市
仏
教
会
と
連
絡
を

と
り
、
救
援
物
資
送
付
の
仲
介
を
と
る
こ
と
に

致
し
ま
し
た
。
救
援
物
資
送
付
の
御
予
定
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
当
会
宛
御
連
跨
下
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
●
　
●
　
●
　
■
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
■
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
・
　
●

　
　
　
土
仏
の
局
内
人
事

　
　
　
O
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
O
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
．
　
●
　
●
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

鎌
田
良
昭

山
田
訓
康

田
代
弘
興

杜
多
茂
夫

西
尾
貫
之

塚
田
章
憲
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新異新異異退
任動任動動任

　
長
年
に
わ
た
っ
て
国
際
部
長
と
し
て
活
躍
さ

れ
て
き
た
鎌
田
部
長
が
退
職
と
な
り
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
な
お
こ
れ
に
伴
い
、
右
記
の
よ
う
に
人
事
異

動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
新
任
の
杜
多
部
長
、
塚

田
主
事
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
掲
◇
示
◇
板
◇

　
　
　
天
台
宗

　
▼
中
里
徳
海
宗
務
総
長
の
退
任
に
伴
い
、
新

宗
務
総
長
に
清
田
寂
円
師
が
選
出
さ
れ
た
。

　
　
　
真
言
宗
醍
醐
派

　
▼
岩
城
秀
雄
宗
務
総
長
の
退
任
に
伴
い
、
新

宗
務
総
長
に
麻
生
文
雄
師
が
選
出
さ
れ
た
。

　
　
　
浄
土
宗

昭
和
五
十
七
年
置
九
月
一
日
発
行

　
　
　
九
月
号
　
第
二
八
一
号

　
▼
藤
井
法
主
の
浄
土
門
主
推
戴
に
伴
い
、
大

本
山
増
上
寺
法
主
に
中
村
康
隆
元
大
正
大
学
学

長
が
推
戴
さ
れ
た
。

哀
　
悼

　
麻
布
照
海
師
（
全
仏
評
議
員
）

　
七
月
十
二
日
、
膀
胱
癌
の
た
め
、
東
京
麻
布

の
自
坊
・
善
福
寺
で
遷
化
、
七
十
五
歳
。
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
・
善
福
寺
前
住
職
。
こ
れ
ま
で

に
、
同
派
教
区
会
議
員
、
築
地
本
願
寺
顧
問
、

全
仏
事
務
総
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
、
ま
た
、

第
十
二
回
世
界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会
で
は
、

事
務
総
局
長
を
務
め
た
。

●

團
　
　
＜

　
し
効

全
な
く

●
●
●

唱ル

≧（

｣
9
獲
局
型
録
董
彰
ミ

　
　
（
七
月
）

　
　
六
日
　
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
貝
会

　
　
　
　
　
文
化
財
要
望
書
を
提
出

二
十
二
日
　
日
宗
連
理
事
会

二
十
六
日
　
局
内
会
議

二
十
七
日
　
法
律
相
談
室

　
　
（
八
月
）

　
　
二
日
　
税
務
委
員
会

　
　
　
　
麻
布
照
海
師
本
葬
参
列

　
　
六
日
　
局
内
会
議

　
　
九
日
　
局
内
会
議

　
　
十
日
　
仏
教
文
化
財
要
望
書
提
出

　
　
　
　
法
律
相
談
室

　
十
八
～
二
十
日
　
部
落
解
放
夏
期
講
座
出
席

二
十
四
日
　
法
律
相
談
室

　
三
十
日
　
税
務
小
委
員
会

。】1ヨ開観≡
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チャンス・チャンスセー

露7・rhな画
●安全●水なし●長く効く

いまがネコソギ粒剤を買うチャンス〃

ネコソギ粒剤は安全で、水にとかす必要もなく、散

布するだけの除草剤です。いま3ケースお買上げの

方に広い墓地も楽々散布ができる散粒機を進呈中〃

ぜひこの機会にお買求めください。

いまがネ：コソギ粒剤を撒くチャンス〃

ネコソギ粒剤は雑草の生える前から草丈20cmまでの

時に散布すると最も効果があり、その上約6ヵ月間

雑草の発生をおさえますので、その間は雑草なし〃

ぜひこの機会に墓地の除草をしてください。

仏に仕える心の虹橋 東京都中央区日本橋本町2－5　TlO3
レインボー薬品株式会社智03（241）4011郵便振替東京5－59298

製造発売元

発
行
人
　
小
野
島
　
元
　
雄

編
集
人
　
北
　
山
　
宏
　
明

発
行
所
　
財
団
法
人
　
　
全
　
日
　
本
　
仏
　
教
　
会

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
一
四

電
話
〇
三
（
四
三
七
）
九
二
七
五
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